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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　オリジナルのディジタルデータとしてＭＩＤＩデータを記録する記録手段と、
　上記記録手段に記録されたオリジナルのディジタルデータを読み出し再生手段に送るデ
ータ読出し手段と、
　上記データ読出し手段により上記記録手段からオリジナルのディジタルデータが読み出
されて再生手段に送られる度に、読み出されたオリジナルのディジタルデータにおける音
量イベント又はキーオンイベントについてランダムな間隔でボリューム値又はベロシティ
値を所定値ずつ減算してＭＩＤＩデータの品質を劣化させた劣化ディジタルデータを生成
するデータ劣化手段と、
　上記データ読出し手段により上記記録手段からオリジナルのディジタルデータが読み出
されて再生手段に送られる度に、上記データ劣化手段により生成された劣化ディジタルデ
ータを新たなオリジナルのディジタルデータとして、上記記録手段に記録されていたディ
ジタルデータを書き換えるデータ書換え手段と
を具備することを特徴とするディジタルデータ再生及び記録装置。
【請求項２】
　オリジナルのディジタルデータとしてＭＩＤＩデータを記録する記録手段を具備するデ
ィジタルデータ再生及び記録装置において実行される方法であって、
　データ読出し手段によって、上記記録手段に記録されたオリジナルのディジタルデータ
を読み出し再生手段に送るデータ読出しステップと、
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　データ劣化手段によって、上記データ読出しステップで上記記録手段からオリジナルの
ディジタルデータが読み出されて再生手段に送られる度に、読み出されたオリジナルのデ
ィジタルデータにおける音量イベント又はキーオンイベントについてランダムな間隔でボ
リューム値又はベロシティ値を所定値ずつ減算してＭＩＤＩデータの品質を劣化させた劣
化ディジタルデータを生成するデータ劣化ステップと、
　データ書換え手段によって、上記データ読出しステップで上記記録手段からオリジナル
のディジタルデータが読み出されて再生手段に送られる度に、上記データ劣化ステップで
生成された劣化ディジタルデータを新たなオリジナルのディジタルデータとして、上記記
録手段に記録されていたディジタルデータを書き換えるデータ書換えステップと
から成ることを特徴とするディジタルデータ再生及び記録方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
この発明は、ディジタルデータ再生及び記録装置並びに方法、より詳細には、ディジタル
通信ネットワーク等を介して配信可能な音楽、音声、映像等のディジタルデータを再生及
び記録するための装置及び方法に関する。
【０００２】
【従来の技術】
近年、ディジタルデータのコンテンツがディジタル通信ネットワークを介して配信される
産業分野が発達してきた。これは、ディジタルデータは、アナログデータのコンテンツと
違い、伝送によるデータ内容の歪みが生じないので、ネットワーク経由でユーザに配布す
ることが可能となったことによる。従って、ディジタル通信ネットワークを利用して、遠
隔地から或いは外国からでも、従来ならば入手が困難であった音楽、音声、映像等のコン
テンツを、ネットワークからダウンロードして容易に手に入れることができるようになっ
てきている。
【０００３】
しかしながら、データそのものがディジタルであるがゆえに、複製を容易に生成できてし
まい、オリジナルと同等の品質をもつコピー（複製）データが氾濫してしまうことになる
。従って、ネットワークでコンテンツを配信する供給側を保護することができず、この分
野の発達にブレーキをかけてしまっている。
【０００４】
そこで、例えば、コンテンツにプロテクト信号を混入しておき、所定の契約をしないとユ
ーザ側でデータの再生を行うことができないようにしたり、再生回数、再生時間等を購入
時に契約で決めておき、契約した制限回数や時間を超す再生がユーザ側では行われないよ
うにする、というようなコンテンツ保護のしくみが一部で実施されて来ている。しかし、
前者の方法では、データに重畳されているプロテクト信号を解除する装置等の使用により
容易に契約違反の再生が行われてしまう。後者の方法では、再生プレーヤーが管理してい
る管理情報を変更したりすれば、これまた、制限を解除することができてしまう。
【０００５】
あるいは、一度きりの御試し用にワンタイム再生のデータコンテンツを提供するサービス
があり、再生後には、データコンテンツをユーザの記憶装置から消去、抹消するようにす
る方法があるが、これも消去を行う以前に複製を取るようにすれば、無駄になってしまう
。
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】
この発明の主たる目的は、このような事情に鑑み、ディジタルデータを使用する毎に僅少
な自動劣化を意識的に作用させてディジタルデータコンテンツの利用を有限化することに
より、コンテンツ供給側を保護し、コンテンツ配信を利用する産業の発展を促進させるこ
とができるディジタルデータ再生及び記録装置及び方法を提供することにある。
【０００７】
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【課題を解決するための手段】
　この発明の主たる特徴に従うと、オリジナルのディジタルデータとしてＭＩＤＩデータ
を記録する記録手段と、記録手段に記録されたオリジナルのディジタルデータを読み出し
再生手段に送るデータ読出し手段と、データ読出し手段により記録手段からオリジナルの
ディジタルデータが読み出されて再生手段に送られる度に、読み出されたオリジナルのデ
ィジタルデータにおける音量イベント又はキーオンイベントについてランダムな間隔でボ
リューム値又はベロシティ値を所定値ずつ減算してＭＩＤＩデータの品質を劣化させた劣
化ディジタルデータを生成するデータ劣化手段と、データ読出し手段により記録手段から
オリジナルのディジタルデータが読み出されて再生手段に送られる度に、データ劣化手段
により生成された劣化ディジタルデータを新たなオリジナルのディジタルデータとして、
記録手段に記録されていたディジタルデータを書き換えるデータ書換え手段とを具備する
ディジタルデータ再生及び記録装置〔請求項１〕が提供される。
【０００８】
　また、この特徴に従うと、さらに、オリジナルのディジタルデータとしてＭＩＤＩデー
タを記録する記録手段を具備するディジタルデータ再生及び記録装置において実行される
方法であって、データ読出し手段によって、記録手段に記録されたオリジナルのディジタ
ルデータを読み出し再生手段に送るデータ読出しステップと、データ劣化手段によって、
データ読出しステップで記録手段からオリジナルのディジタルデータが読み出されて再生
手段に送られる度に、読み出されたオリジナルのディジタルデータにおける音量イベント
又はキーオンイベントについてランダムな間隔でボリューム値又はベロシティ値を所定値
ずつ減算してＭＩＤＩデータの品質を劣化させた劣化ディジタルデータを生成するデータ
劣化ステップと、データ書換え手段によって、データ読出しステップで記録手段からオリ
ジナルのディジタルデータが読み出されて再生手段に送られる度に、データ劣化ステップ
で生成された劣化ディジタルデータを新たなオリジナルのディジタルデータとして、記録
手段に記録されていたディジタルデータを書き換えるデータ書換えステップとから成るデ
ィジタルデータ再生及び記録方法〔請求項２〕が提供される。
【０００９】
〔発明の作用〕
　この発明では、ディジタルデータコンテンツとしてのＭＩＤＩデータを再生側で再生す
る毎に、音量イベント又はキーオンイベントについてランダムな間隔でボリューム値又は
ベロシティ値を所定値だけ減算するＭＩＤＩデータの劣化処理により、データの内容を僅
かずつ意図的に変更することによって、ディジタルデータコンテンツを徐々に劣化させて
行く。これは、例えば、アナログデータコンテンツのレコードやアナログカセットを再生
する度に僅かずつ針によりレコードが傷つけられたり、カセットプレーヤーのヘッドによ
りテープが摩耗させられていくのと同様である。
【００１０】
　従って、この発明によれば、このように再生毎の内容劣化を重ねることによって、ディ
ジタルデータコンテンツであるＭＩＤＩデータの利用を有限化し、これにより、コンテン
ツ供給側を保護し、コンテンツ配信を利用する産業を促進させることができる。また、音
量イベント又はキーオンイベントについてランダムな間隔で行われるＭＩＤＩデータの劣
化処理でホワイトノイズ的にデータ内容を変えることによりデータ品質を変更させるので
、ディジタルデータコンテンツは、使用頻度に対応してムラなくデータ品質の変更が徐々
に進行していく。
【００１１】
【発明の実施の形態】
以下、図面を参照しつつ、この発明の好適な実施例について詳述する。なお、以下の実施
例は、単なる一例であって、この発明の精神を逸脱しない範囲で種々の変更が可能である
。
【００１２】
〔システムの概要〕
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図１は、この発明の一実施例によるディジタルデータ再生及び記録システムの基本的構成
を表わす概略ブロック図である。ディジタルデータ再生及び記録システムＳＹは、中央処
理装置（ＣＰＵ）１、読出専用メモリ（ＲＯＭ）２、ランダムアクセスメモリ（ＲＡＭ）
３、入力装置４、表示システム５、サウンドシステム６、通信インターフェイス（Ｉ／Ｆ
）７、外部記憶装置８等を備え、これらの装置１～８は、バス９を介して互いに接続され
て構成される。このシステムＳＹは、一般的には、音源内蔵タイプのパーソナルコンピュ
ータ（ＰＣ）の形態をとることができるが、通信ネットワークと交信可能な電子楽器、各
種オーディオ／ビデオ装置、通信カラオケ端末装置等の形態で構成することもできる。
【００１３】
このディジタルデータ再生及び記録システムＳＹにおいては、全体を制御するＣＰＵ１は
、所定のプログラムに従って種々のディジタルデータの制御を行い、特に、後述する再生
／記録処理を中枢的に行う。ＲＯＭ２には、これらのディジタルデータ処理を遂行するた
めに、所定の制御プログラムや、乱数テーブル、所定のノイズデータ等の制御用データが
記憶されており、ＲＡＭ３は、これらの処理に際して必要なデータやパラメータ等を一時
記憶するためのワーク領域として用いられ、乱数値レジスタを備えている。
【００１４】
入力装置４は、キーボードやマウス等の入力操作子を備え、表示システム５にはモニタデ
ィスプレイ１０が接続され、このモニタディスプレイ１０上には、ディジタルデータ再生
／記録システムＳＹを入力操作する際の操作援助用各種視認情報を表示し、また、ダウン
ロードされたディジタル画像データ等に基づいてこのシステムＳＹで処理された画像出力
データ等による映像を表示することができる。
【００１５】
また、サウンドシステム６は、ＤＳＰ（Digital Signal Processor）を含み、必要により
（例えば、電子楽器やカラオケ端末装置等の形態をとる場合）音源を含むことができ、ダ
ウンロードされたディジタル楽音／音声データ等に基づいてこのシステムＳＹで処理され
た楽音／音声出力データ等による音響をスピーカ１１から放音することができる。
【００１６】
通信Ｉ／Ｆ７は、モデムやターミナルアダプタ（ＴＡ：Terminal Adapter）を含み、電話
回線等の通信ネットワーク１２を介してサーバコンピュータ（プロバイダ）１３と交信す
ることができ、そのデータベースから、上述した音楽、音声、画像等のディジタルデータ
をこのシステムＳＹの外部記録装置８にダウンロードすることができる。
【００１７】
外部記憶装置８は、ハードディスク（ＨＤ）、光磁気（ＭＯ）ディスク、ＺＩＰディスク
，ＣＤ－Ｒ、スマートメディア等の書込み可能な記憶媒体及びそのドライブ装置を含み、
各種制御プログラムや音楽、音声、画像等のディジタルデータを記憶することができる。
ディジタルデータの再生及び記録処理に必要なプログラムや制御用データは、ＲＯＭ２を
利用するだけでなく、ＣＤ－ＲＯＭを含む任意の外部記憶装置８からＲＡＭ３内に読み込
むことができる。
【００１８】
図２は、このディジタルデータ再生及び記録システムＳＹの使用環境の概観を機能的に表
わす機能的ブロック図である。図２において、システムＳＹは、上述したように、パーソ
ナルコンピュータＰＣを代表的な一形態とし、ＣＰＵ１を主構成要素とする制御手段ＣＮ
、表示システム５やサウンドシステム６等で構成される再生手段ＲＧ、音響外部記憶装置
８で構成されるデータ格納手段ＯＭ及び記録手段ＡＭを備えている。ダウンロードされる
オリジナルディジタルデータの格納に用いられるデータ格納手段ＯＭとしては、外部記憶
装置８を構成するハードディスク（ＨＤ）、ＭＯディスク、ＺＩＰディスク，ＣＤ－Ｒ、
スマートメディア等の書込み可能な記憶媒体のうち任意のものを用いることができ、記録
手段ＡＭについても、同様である。
【００１９】
制御手段ＣＮは、サーバコンピュータ１３のデータベースから音楽、音声、画像等のオリ



(5) JP 4134452 B2 2008.8.20

10

20

30

40

50

ジナルディジタルデータを通信ネットワーク１２を介してシステムＳＹにダウンロードし
てＰＣのデータ格納手段ＯＭに格納する。そして、データ格納手段ＯＭに格納されたディ
ジタルデータは、再生手段ＲＧを介して再生すると共に、データ格納手段ＯＭに書換え記
録したり、或いは、記録手段ＡＭに記録し直すことができる。
【００２０】
この際、制御手段ＣＮは、この発明によるアプリケーションソフトウエア（再生／記録処
理プログラム）に従って、ダウンロードされたディジタルデータコンテンツの再生手段Ｒ
Ｇでの再生や記録手段ＡＭへの記録といった使用の度に、データコンテンツを自動的に僅
かずつ劣化させる制御を行う再生／記録制御モジュールとして機能する。なお、再生手段
ＲＧ及び記録手段ＡＭに対し、ネットワークからダウンロードする際のストリーミングデ
ィジタルデータをリアルタイムで再生／記録するようにし、このストリーミングディジタ
ルデータに劣化制御を適用しても構わない。
【００２１】
〔再生／記録処理の概略〕
図３は、この発明の一実施例によるディジタルデータ再生処理の概略を説明するための図
である。前述のように、音楽、音声、画像等のディジタルデータＡ０がオリジナルデータ
としてサーバコンピュータ（プロバイダ）１５のデータベースからシステムＳＹにダウン
ロードされる。ここで、ダウンロードデータの格納先となる記録手段ＯＭとしては、例え
ば、システムＳＹの外部記録装置８のハードディスク（ＨＤ）が用いられ、図３（１）に
示すように、ここにディジタルデータコンテンツＡ０が格納されているものとする。
【００２２】
制御手段ＣＮは、図３（２）に示すように、記録手段ＯＭ内に格納されたディジタルデー
タＡ０をメモリ（ＲＡＭ３）上に読み出し、記録手段ＯＭからはこのディジタルデータＡ
０をひとまず消去する。
【００２３】
制御手段ＣＮは、続いて、図３（３）に示すように、メモリ（３）からディジタルデータ
Ａ０を読み出しながら再生を行うが、この場合、この発明による再生／記録制御モジュー
ルにより、読み出したディジタルデータＡ０に対して僅かに変更を加え、この変更により
劣化したディジタルデータＡ１を再生手段ＲＧに手渡す。このディジタルデータＡ１は、
そのまま、記録手段ＯＭにも帰還されて再記録され、この記録手段ＯＭで保存される。そ
して、このようにして記録手段ＯＭ内に再格納されたディジタルデータＡ１は、次の再生
に用いられる。
【００２４】
つまり、次の再生時には、図３（２），（３）に示す手順が、記録手段ＯＭ内に再格納さ
れたディジタルデータＡ１に対して適用され、ディジタルデータＡ１に僅かながら更に変
更を加えられ劣化したディジタルデータＡ２が再生手段ＲＧに手渡され、更に劣化したデ
ィジタルデータＡ２は、この記録手段ＯＭにて保存される。
【００２５】
このようにして劣化ディジタルデータの再劣化処理が再生の度に繰り返えされると、デー
タコンテンツは、再生回数乃至再生データ量に応じて徐々に劣化量が大きくなり、やがて
、何度目か、例えば、ｎ度目の再生時には、ディジタルデータＡｎを再生処理して再生手
段ＲＧにより得られる映像、楽音、音声等は、ユーザの視聴による鑑賞には堪えられなく
なる。従って、この一実施例によると、ディジタルデータの再生毎の内容劣化によって、
ディジタルコンテンツの利用を有限化することができる。
【００２６】
なお、僅かに変更が加えられ劣化させたディジタルデータＡ１を記録手段ＯＭに保存する
方法には、上述のように、再生手段ＲＧで再生しながら行う方法のほかにも、メモリ（３
）に余裕がある場合には、例えば、図４（１）に示すように、劣化したディジタルデータ
Ａ１をメモリ（３）上に構築しておいてから、再生手段ＲＧに手渡すと共に、記録手段Ｏ
Ｍで保存させるようにしても構わない。
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【００２７】
図４（２）は、図３（３）及び図４（１）の方法の変形例を示す。この方法では、制御手
段ＣＮにより、メモリ（３）から読み出したディジタルデータＡ０を、そのまま、再生手
段ＲＧに送り、記録手段ＯＭにデータを保存するに当って、再生／記録制御モジュールに
よりディジタルデータＡ０を僅かに変更し、これにより劣化したディジタルデータＡ１を
記録手段ＯＭに再記録するようにしている。この方法によると、ダウンロード後の最初の
再生時には、最初のピュアなディジタルデータＡ０に基づく映像、楽音、音声等を再生手
段ＲＧから視聴することができる。
【００２８】
図４（２）の方法に関しても、図４（１）と同様の記録手法を採ることができる。例えば
、図５（１）に示すように、ディジタルデータＡ０を劣化させてディジタルデータＡ１を
作成し、一旦、この劣化ディジタルデータをメモリ（３）上に構築しておき、再生が終了
した時に記憶手段（ＨＤ）で保存させるようにするのである。
【００２９】
しかしながら、ユーザが指定した複数曲のディジタルデータＡ０，Ｂ０，Ｃ０，…を次々
と読み出して再生するような場合には、図４（１）や図５（１）に示される方法のように
、メモリ（３）から再生読出しを介さず、各曲再生終了時に記録手段ＯＭに戻す方法では
、ディジタルデータＡ０，Ｂ０，Ｃ０，…の切換えが遅くなり追従性が悪くなり勝ちであ
る。従って、このような追従性の面からは、図３（３）や図４（２）に示される方法で、
再生を行いつつ、劣化したディジタルデータＡ１，Ｂ１，Ｃ１，…を、順次、記録手段Ｏ
Ｍに帰還する方法を採用するのが好ましい。
【００３０】
　また、図３（３）～図５（１）において、例えば、ディジタルデータＡ０を再生してい
る途中にその再生動作を停止した場合は、ディジタルデータＡ０のうち再生しなかった残
りのデータコンテンツについては、破線で示すように、劣化処理を施さずに記録手段ＯＭ
に帰還し再記録する方法を採ることができる。この方法は、使用しなかったデータコンテ
ンツに無用の劣化処理が施されずに済み、不使用部分について良心的な配慮をユーザに提
供することができることになる点で好ましい。
【００３１】
図５（２）は、オリジナルデータからコピーを行う場合の流れ図である。外部記録装置８
のうちの或る記録手段Ｍ１は、ダウンロードされたディジタルデータＡ０がオリジナルデ
ータとして格納されている。この発明では、記録手段Ｍ１のオリジナルデータＡ０を外部
記録装置８のうちの他の記録手段Ｍ２側にコピーする場合も、データ使用に当るとし、図
示のように、再生／記録制御モジュールによって、記録手段Ｍ１から取り出したデータコ
ンテンツＡ０を僅かに変更して劣化したディジタルデータＡ１を他の記録手段Ｍ２に記録
し直すようにする。
【００３２】
このようなコピーに当っては、記録手段Ｍ１側では、コピー完了に伴いオリジナルデータ
Ａ０を自動的に消去するか、或いは、破線で示すように劣化データＡ１に書き換えるよう
にしてもよい。後者の場合、コピーが途中で中断したときには、中断するまでは劣化デー
タＡ１に書き換え、それ以降は、オリジナルデータＡ０のままとすることができる。
【００３３】
以上のように、ディジタルデータの劣化処理を再生／記録の度に繰り返すことにより、デ
ータコンテンツは、再生／記録の回数乃至データ量に応じて劣化が進み、やがて、何度目
かのディジタルデータＡｎにより得られる音響や画像の品質は鑑賞に堪えられなくなるの
で、ディジタルコンテンツの利用を有限化することができる。
【００３４】
〔楽音再生／記録処理〕
　図６は、この発明の一実施例による楽音データを再生／記録する際の処理例を表わすフ
ローチャートである。ここでは、サーバコンピュータ１３から通信Ｉ／Ｆ７を介してダウ
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ンロードされるディジタル楽音データは、ＭＩＤＩ（Musical Instrument Digital Inter
face）フォーマットで記述されているものとし、例えば、外部記憶装置８の或る記録手段
に格納されているものとする。この処理フローは、ディジタル楽音データの再生又はコピ
ーの開始操作を行うことにより起動される。
【００３５】
まず、ステップＳ１において、所定の初期化規則に従い、ＲＯＭ２内の乱数テーブルから
或る乱数値ＮＲがＲＡＭ３上の乱数値レジスタにセットされると共に、再生或いは記録の
ために、格納されていたディジタル楽音データの読出しが開始され、このデータの最初の
１イベント分の情報を取得する。
【００３６】
次のステップＳ２では、取得されたイベント情報が音量情報又はキーオン情報であるか、
それとも、他の情報であるかを判別する。イベント情報が音量又はキーオンを表わす場合
は、ステップＳ３に進んで、乱数値レジスタに置数されている乱数値ＮＲを減算し、例え
ば、“１”だけデクリメントして、更にステップＳ４に進み、そうでない場合にはステッ
プＳ５に進む。
【００３７】
ステップＳ４においては、現在の乱数値ＮＲが“０”であるか否かを判別し、乱数値ＮＲ
＝０の場合はステップＳ６に進み、そうでない場合にはステップＳ５に進む。ステップＳ
６では、読出しデータにおける当該イベントのボリューム値又はベロシティ値を所定値だ
け減算し、更にステップＳ７に進んで、乱数テーブルから次の乱数値ＮＲを乱数値レジス
タに新たにセットし、その後、ステップＳ５に進む。
【００３８】
ステップＳ５では、ディジタル楽音データの読出しの終了や再生停止操作の検出等により
、この処理を終了すべきか否か判断し、終了すべき場合はこの処理を終了する。そうでな
い場合には、ステップＳ８に進んで、読み出したディジタル楽音データの次の１イベント
分の情報を取得した上、ステップＳ２に戻り、ステップＳ２～Ｓ８の処理を繰り返す。そ
して、最終的に、ステップＳ５で終了すべきと判断した場合にこの処理を終了する。
【００３９】
この実施例によると、上述のようにして、再生或いは記録のためにディジタル楽音データ
を読み出すと、読み出されたディジタル楽音データは、再生／記録制御モジュールにより
、データ値（ＭＩＤＩデータの場合であれば、ベロシティデータ値、ボリュームデータ値
）が僅かずつ減少され、意図的に変更されるので、使用する度にデータ品質が徐々に劣化
していき、データの再利用を有限化することができる。
【００４０】
なお、ステップＳ６においては、ＭＩＤＩディジタル楽音データにおけるボリューム又は
ベロシティのデータ値を、単純に減算しているが、データ値の割合に応じて縮小する、つ
まり、データ値に対し所定％値を減算していくようにしても良い。また、これとは異なる
他の演算によりデータ値を変更するものであっても構わない。
【００４１】
〔音声及び画像再生／記録処理〕
　図７は、この発明の一実施例によるディジタル音声データやディジタル画像データを再
生／記録する際の処理例を表わすフローチャートである。サーバコンピュータ１３から通
信Ｉ／Ｆ７を介してダウンロードされるディジタル音声、画像データは、例えば、外部記
憶装置８の或る記録手段に格納されており、ディジタル楽音データの再生又はコピーの開
始操作を行うことによりこの処理フローが起動され、再生／記録のために読み出される。
【００４２】
まず、ステップＴ１において、所定の初期化規則に従い、ＲＯＭ２内の乱数テーブルから
或る乱数値ＮＲがＲＡＭ３上の乱数値レジスタにセットされると共に、再生或いは記録の
ために、格納されていたディジタル音声、画像データの読出しが開始され、このデータの
最初の所定データ量分（例えば、音声データの場合は所定サンプル分のデータ、動画像デ
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ータの場合は所定フレーム分のデータ、また、静止画像の場合は所定ライン分のデータ）
の情報を取得し、ステップＴ２に進む。
【００４３】
ステップＴ２では、乱数値レジスタに置数されている乱数値ＮＲを減算し、例えば、“１
”だけデクリメントして、更にステップＴ３に進み、現在の乱数値ＮＲが“０”であるか
否かを判別し、乱数値ＮＲ＝０の場合はステップＴ４に進み、そうでない場合にはステッ
プＴ５に進む。ステップＴ４では、読出しデータの当該データ量分の情報における一部の
データの値を、所定のノイズ値に変更する演算を行い、或いは、ＲＯＭ２内に予め用意さ
れた別のノイズデータに基づく値に置換し、その後、ステップＴ６において、乱数テーブ
ルから次の乱数値ＮＲを乱数値レジスタに新たにセットし、ステップＴ５に進む。
【００４４】
ステップＴ５では、ディジタル音声、画像データの読出しの終了や再生停止操作の検出等
により、この処理を終了すべきか否か判断し、終了すべき場合はこの処理を終了する。そ
うでない場合には、ステップＴ７に進んで、読み出したディジタル音声、画像データの次
の所定データ量分の情報を取得した上、ステップＴ２に戻り、ステップＴ２～Ｔ７の処理
を繰り返す。そして、最終的に、ステップＴ５で終了すべきと判断した場合にこの処理を
終了する。
【００４５】
この実施例によると、上述のようにして、再生或いは記録のためにディジタル音声、画像
データを読み出すと、読み出されたディジタル音声、画像データは、再生／記録制御モジ
ュールにより、乱数から得たランダムなデータ量間隔のデータ毎にデータ内容が僅かずつ
変えられ、ノイズデータに意図的に変更されるので、使用する度にデータ品質が徐々に劣
化していき、ディジタル音声、画像データの再利用を有限化することができる。
【００４６】
なお、図６及び図７の処理フロー例では、乱数から得たランダムな間隔でディジタルデー
タをノイズデータに変更しているが、単に予め定めた所定間隔でディジタルデータをノイ
ズデータに変更させ、構成を単純化してもよい。
【００４７】
〔発明の効果〕
　以上のように、この発明では、記録手段にディジタルデータとして記録されたＭＩＤＩ
データを読み出して再生する毎に、読み出されたディジタルデータの音量イベント又はキ
ーオンイベントについてランダムな間隔でボリューム値又はベロシティ値を所定値だけ減
算する劣化処理を行ってＭＩＤＩデータの品質を意識的に変更し、記録手段に記録されて
いたディジタルデータを、品質変更したディジタルデータに書き換えるようにしている。
【００４８】
　従って、この発明によれば、ディジタルデータコンテンツであるＭＩＤＩデータは、再
生側で再生する毎に、僅かずつ意図的に変更され徐々に劣化が重ねられるので、ディジタ
ルデータコンテンツの利用を有限化し、これにより、コンテンツ供給側を保護し、コンテ
ンツ配信を利用する産業を促進させることができる。また、音量イベント又はキーオンイ
ベントについてランダムな間隔で行われるＭＩＤＩデータの劣化処理でホワイトノイズ的
にデータ内容を変えることによりデータ品質を意図的に変更させるので、ディジタルデー
タコンテンツは、使用頻度に対応してムラなくデータ品質の変更が徐々に進行していく。
【図面の簡単な説明】
【図１】図１は、この発明の一実施例によるディジタルデータ再生及び記録システムの基
本的ハードウエア構成を表わす概略ブロック図である。
【図２】図２は、この発明の一実施例によるディジタルデータ再生及び記録システムの使
用環境の概観を機能的に表わす機能的ブロック図である。
【図３】図３は、この発明の一実施例によるディジタルデータ再生／記録時におけるディ
ジタルデータの流れの一例を概略的に表わすデータフロー図である。
【図４】図４は、この発明の一実施例によるディジタルデータ再生／記録時におけるディ
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ジタルデータの流れの他の例を概略的に表わすデータフロー図である。
【図５】図５は、この発明の一実施例によるディジタルデータ再生／記録時におけるディ
ジタルデータの流れの別の例を概略的に表わすデータフロー図である。
【図６】図６は、この発明の一実施例によるディジタル楽音データの再生／記録処理例を
示すフローチャートである。
【図７】図７は、この発明の一実施例によるディジタル音声、画像データの再生／記録処
理例を示すフローチャートである。
【符号の説明】
ＳＹ　ディジタルデータ再生／記録システム、
ＰＣ　パーソナルコンピュータ、
Ａ０　ダウンロードされたオリジナルディジタルデータ、
Ａ１　第１回の使用で劣化されたディジタルデータ。

【図１】 【図２】
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